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１ 監査の種類 

  地方自治法第１９９条第７項の規定による公の施設の管理に関する

指定管理者監査 

 

２ 監査の対象 

監査の実施に当たっては、令和元年度及び令和２年度（４月１日か

ら９月３０日まで）の出納その他の事務の執行を対象とした。監査実

施団体は、管理業務内容や運営の実態等を勘案し、協議により監査対

象団体の中から次の団体を選定した。 

 

３ 監査の期間                                

対象団体 施設名 所管課 

井田川地区南 

まちづくり協議会 

井田川地区南 

コミュニティセンター 

生活文化部 

まちづくり協働課 

城東地区 

まちづくり協議会 

城東地区 

コミュニティセンター 

御幸地区 

まちづくり協議会 

御幸地区 

コミュニティセンター 

昼生小学校区放課後児童クラブ 

遊友クラブ運営委員会 

昼生小学校区 

放課後児童クラブ 

健康福祉部 

子ども未来課 

三幸・スポーツマックス共同事

業体 
亀山市運動施設 

生活文化部 

文化スポーツ課 

    開始時間 

日程 
午前 9 時 午前 10 時 30 分 午後 1 時 10 分 午後 2 時 40 分 

令和２年 

11 月 24 日(火) 

井 田 川 地 区南

まちづくり 

協議会 

城東地区 

まちづくり 

協議会 

御幸地区 

まちづくり 

協議会 

（所管課） 

生活文化部 

まちづくり 

協働課 

令和２年 

11 月 25 日(水) 

午前 9 時 午前 11 時 午後 1 時 10 分 午後 3 時 10 分 

昼 生 小 学 校区

放 課 後 児 童ク

ラブ 

遊 友 ク ラ ブ運

営委員会 

（所管課） 

健康福祉部 

子ども未来課 

三幸・スポーツ

マックス共同事

業体 

（所管課） 

生活文化部 

文化スポーツ課 
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４ 監査の方針 

   管理に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われてい

るかを主眼において実施した。 

 

５ 監査の方法及び項目 

   所管課及び指定管理者から下記の項目について、資料の提出及び関

係書類の提示を求め、書面調査並びに説明聴取を行った。 

  【所管課】 

①  事業実施状況 

②  指定管理料の支払 

③  利用料金の決定  

④  前年度（又は前回）監査の指摘事項等の措置状況  

⑤  提出資料   

   ・施設の管理に関する基本協定書（写）  

・施設の管理に関する年度協定書（写） 

・指定管理者業務仕様書（写） 

   ・業務計画書（写） 

・総会時の議案書等（指定管理に関する決算書及び事業計画等 

記載のもの） 

    

  【指定管理者】 

①  指定管理者の概要（業務内容、組織の状況） 

②  指定管理料の執行状況、又は指定管理に係る予算執行状況 

③  施設等の利用状況  

④  指定管理における懸案事項・問題点・課題  

⑤ 施設・設備の営繕 

 

６ 監査を執行した監査委員 

   渡部 満、今岡 翔平、国分 純 

 

７ 監査の結果 

   監査の対象とした公の施設の管理に係る出納その他の事務について、

関係諸帳簿、書類の照合検査を行ったところ、おおむね適正に処理さ

れていると認められた。 

指摘事項及び意見は、次に記載したとおりである。 
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《対象団体》 

【井田川地区南まちづくり協議会】 

１ 指摘事項 

 ・特になし 

 

２ 意見 

  ・特になし 

 

【城東地区まちづくり協議会】 

１ 指摘事項 

 ・特になし 

 

２ 意見 

  ・特になし 

 

【御幸地区まちづくり協議会】 

１ 指摘事項 

 ・特になし 

 

２ 意見 

  ・特になし 

 

《所管課》 

【生活文化部 まちづくり協働課】 

１ 指摘事項 

 ・特になし 

 

２ 意見 

  ・支出科目について、内規の整備により統一した事務処理に努めるよ

う指導されたい。 

 

  ・防災規程で「年１回防災訓練を実施しなければならない」としてい

るため、実施するよう指導されたい。 

 

・施設の使用許可に対するマニュアルを作成されたい。 
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・城東地区コミュニティセンターについて、利用者の安全確保のため

に、緊急時の避難方法を検討されたい。 

 

 

《対象団体》 

【昼生小学校区放課後児童クラブ 遊友クラブ運営委員会】 

１ 指摘事項 

 ・特になし 

 

２ 意見 

  ・労務管理のため、任用に係る書類を作成されたい。 

 

《所管課》 

【健康福祉部 子ども未来課】 

１ 指摘事項 

・基本協定書第１５条第２項に規定される審査基準等が定められてい

ない。適正に処理されたい。 

 

２ 意見 

  ・現金及び預金通帳の保管については、施錠可能な場所で保管するよ

う指導されたい。 

 

 

《対象団体》 

【三幸・スポーツマックス共同事業体】 

１ 指摘事項 

 ・特になし 

 

２ 意見 

  ・特になし 

 

《所管課》 

【生活文化部 文化スポーツ課】 

１ 指摘事項 

 ・特になし 
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２ 意見 

  ・コロナ禍のために施設を閉鎖したことから、基本協定書第３０条に

基づき指定管理料の変更について、協議されたい。 
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【参考】本市における公の施設の指定管理の概要 

(令和 2年 9月 30 日現在) 

施 設 名 

選
定
方
法 

指定管理者 
指定管理の 

期間 
所管部・課 

R2 年度 

現行予算

額(千円) 

放 

課 

後 

児 

童 

ク 

ラ 

ブ 

井田川小学校区放課後

児童クラブ 

非 

 

 

公 

 

 

募 

井田川小学校区学童保育所

くれよんくらぶ運営委員会 

H31.4.1 

～ 

R6.3.31 

健康福祉部 

子ども未来課 
72,100 

井田川小学校区第二放

課後児童クラブ 

井田川小学校区学童保育所

くれよんくらぶ運営委員会 

亀山東小学校区放課後

児童クラブ 

亀山東小学校区学童保育所

児童クラブとちの木運営委

員会 

関小学校区放課後児童

クラブ 

関小学校区学童保育所さく

らクラブ運営委員会 

川崎小学校区放課後児

童クラブ 

川崎小学校区放課後児童ク

ラブあおぞら運営委員会 

昼生小学校区放課後児

童クラブ 

昼生小学校区放課後児童ク

ラブ遊友クラブ運営委員会 

地区コミュニティセンター 

(東部地区コミュニティセ

ンター等２０施設) 

東部地区まちづくり協議会

等１９団体 

※白川地区は２施設を管理 

R2.4.1 

～ 

R5.3.31 

生活文化部 

まちづくり協

働課 

72,550 

鈴鹿馬子唄会館      坂下地区まちづくり協議会 

勤労文化会館 

公 

 

 

 

募 

亀山地区労働者福祉協議会 
H31.4.1～ 

 R6.3.31 

産業建設部 

産業振興課 
4,700 

運動施設等 

(西野公園体育館等１１施設) 
三幸・スポーツマックス共

同事業体 

H31.4.1 

～ 

R6.3.31 

生活文化部 

文化スポーツ

課 

39,418 

関総合スポーツ公園多目的

グラウンド        
18,999 

関Ｂ＆Ｇ海洋センター   23,870 

都市公園施設等 

(亀山公園等９６施設) 

公益財団法人 

亀山市地域社会振興会 

H31.4.1 ～

R6.3.31 

産業建設部 

用地管理課 
69,460 

文化会館 

中央コミュニティセンター 

H31.4.1 ～

R6.3.31 

生活文化部 

文化スポーツ

課 

88,700 

石水渓キャンプ場施設 

・バンガロー施設 

・テント村・屋内研修施設 

H31.4.1 ～

R6.3.31 

生活文化部 

関支所 

地域観光課 

10,810 

道の駅関宿地域振興施設 株式会社安全 
H30.4.1～ 

 R5.3.31 

生活文化部 

関支所 

地域観光課 

― 

合  計 400,607 
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計 4～9月分 年間

件数 0 0 0 0 0 0 0 7 16

人数 0 0 0 0 0 0 0 107 266

件数 2 0 0 0 0 0 2 72 133

人数 9 0 0 0 0 0 9 448 812

件数 4 6 28 31 38 42 149 175 349

人数 47 51 295 290 316 373 1,372 1,726 3,587

件数 1 0 2 3 2 0 8 7 15

人数 5 0 9 20 10 0 44 46 136

件数 0 0 0 0 0 1 1 0 0

人数 0 0 0 0 0 6 6 0 0

件数 7 6 30 34 40 43 160 261 513

人数 61 51 304 310 326 379 1,431 2,327 4,801

件数 4 4 13 14 6 12 53 110 218

人数 27 26 100 107 42 93 395 989 2,111

件数 0 0 0 0 2 1 3 19 34

人数 0 0 0 0 4 5 9 123 324

件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0

人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0

件数 4 4 13 14 8 13 56 129 252

人数 27 26 100 107 46 98 404 1,112 2,435

件数 9 3 24 37 31 36 140 198 378

人数 51 18 163 273 218 310 1,033 1,846 3,535

件数 4 0 3 5 4 3 19 52 106

人数 26 0 29 25 25 23 128 459 1,059

件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0

人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0

件数 13 3 27 42 35 39 159 250 484

人数 77 18 192 298 243 333 1,161 2,305 4,594

城東地区
コミュニティ
センター

集会室

和室

調理室

合　計

【参考】各施設の利用状況《コミュニティセンター》

調理室

合　計

井田川地区南
コミュニティ
センター

集会室(1)

集会室
（1・2）

和室

合　計

令和２年度

施　設　名

集会室(2)

御幸地区
コミュニティ
センター

集会室

和  室

令和元年度

調理室
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1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計 4～9月分 年間

4月 23日 人 50 7 54 44 11 8 174 329

5月 18日 人 33 8 42 23 5 0 111 289

6月 22日 人 86 32 47 55 21 20 261 324

7月 23日 人 86 34 47 56 21 22 266 359

8月 20日 人 67 19 47 59 15 16 223 280

9月 20日 人 76 30 46 47 20 0 219 272

合計 126日 人 398 130 283 284 93 66 1,254 1,853 3,540

【参考】各施設の利用状況《昼生小学校区放課後児童クラブ》

昼生小学校区
放課後児童ク
ラブ

令和２年度 令和元年度

施　設　名 月 開設日数 人数
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計 4～9月分 年間

件数 164 0 441 804 980 904 3,293 5,234 11,462

人数 362 0 1,378 1,907 4,438 3,466 11,551 27,434 50,618

件数 7 2 15 14 17 12 67 114 199

人数 265 116 720 520 687 463 2,771 5,006 8,469

件数 9 3 8 10 14 12 56 60 60

人数 174 220 374 890 1,203 928 3,789 3,218 3,218

件数 485 311 508 327 539 379 2,549 3,081 6,172

人数 564 311 670 730 955 1,256 4,486 5,307 10,144

件数 0 0 0 490 2,912 0 3,402 4,894 4,894

人数 0 0 0 528 2,912 0 3,440 5,190 5,190

件数 267 59 532 357 544 476 2,235 2,386 4,996

人数 267 59 532 356 544 476 2,234 2,386 4,994

件数 932 375 1,504 2,002 5,006 1,783 11,602 15,769 27,783

人数 1,632 706 3,674 4,931 10,739 6,589 28,271 48,541 82,633

件数 158 0 594 1,640 1,534 1,633 5,559 10,343 22,553

人数 291 0 1,403 3,094 2,546 2,955 10,289 19,650 41,737

件数 13 9 26 17 17 32 114 134 301

人数 146 88 450 350 400 568 2,002 3,114 5,349

件数 8 4 16 13 19 19 79 105 211

人数 85 76 279 205 490 363 1,498 2,736 4,434

件数 0 0 0 1 0 0 1 4 8

人数 0 0 0 20 0 0 20 170 250

件数 179 13 636 1,671 1,570 1,684 5,753 10,586 23,073

人数 522 164 2,132 3,669 3,436 3,886 13,809 25,670 51,770

件数 224 1 1,761 2,938 3,059 2,325 10,308 19,045 26,278

人数 306 8 2,329 3,626 3,816 3,606 13,691 28,524 43,079

件数 9 14 29 27 40 33 152 258 486

人数 108 237 422 422 977 682 2,848 6,254 11,742

件数 136 155 176 208 305 263 1,243 766 1,564

人数 213 166 315 349 680 395 2,118 1,710 3,414

件数 369 170 1,966 3,173 3,404 2,621 11,703 20,069 28,328

人数 627 411 3,066 4,397 5,473 4,683 18,657 36,488 58,235

観音山
テニスコート

合　　　計

亀山公園
庭球場

合　　計

西野公園
庭球場

関Ｂ＆Ｇ海洋
センター

関総合ｽﾎﾟｰﾂ公苑
多目的グラウンド

合　　計

東野公園
体育館

東野公園
運動広場

東野公園
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場

東野公園
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場

西野公園
運動広場

西野公園
野球場

西野公園
プール

【参考】各施設の利用状況《運動施設》

西野公園
体育館

施　設　名
令和２年度 令和元年度
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